
国民主権に基づく真の地方自治の確立に関する決議

平成２８年７月、参議院選挙において、憲政史上初の合区選挙が実施され、

「投票率の低下」や「自らの県を代表する議員が選出されない」という国民

の参政権にも影響を及ぼしかねない状況が発生したことを受け、全国知事会

をはじめ、「地方六団体」の全てにおいて、「合区解消」や「参議院選挙制

度改革」に関する決議が行われた。

国は、この「地方の声」を正面から受け止め、迫りつつある平成３１年の

参議院選挙に向け、早急かつ抜本的な合区問題の解決策を講じる必要がある。

また、「国民代表」としての衆議院と、さらに「地域代表」としての性格

を持つ参議院という二院のバランスの上に、「国民主権」はより効果的に機

能すると考えられており、そもそも、国民主権を実現する大きな側面をもつ

のが、「地方自治」である。

地方自治法施行７０年を迎え、この間、「機関委任事務の廃止」や「国と

地方の協議の場の法制化」など、国と地方の対等関係のもと、「住民自治」

が国民主権を全うする手段として、地方公共団体は直接住民から負託を受け

てきた。

一方、現行憲法には、地方自治に関し、第８章として、第９２条をはじめ

４条が定められているものの、具体的には「地方自治の本旨」など、あまり

にも抽象的・理念的であり、このことが様々な混乱を招いてきた。

以上のことから、次の事項について、国において速やかに実行すること。

記

１ 平成３１年の参議院選挙に向け、「合区問題」の抜本的解決策の結論を

得、早急に示すとともに、国民に対して、十分に周知を図ること。

なお、一部反対意見（大阪府）及び慎重意見（愛知県）があったことを

申し添える。

２ 「国民主権」の原理のもと、地方自治の権能は、住民から直接負託され

たものであるとの観点から、憲法第９２条の「地方自治の本旨」について、

より具体的に規定するように検討すること。
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